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議  事  録 

会 議 の 名 称 第 13回小美玉市小学校（小川小学校・橘小学校）統合準備委員会 

開 催 日 時 平成３０年３月５日（月） １９時００分～ 

開 催 場 所 小川総合支所 ３階 大会議室 

出 席 者 

【出席委員】 

  東  邦彦  千葉 栄子  川名 美佐  安田  健 

  岡根 典子  佐谷 雅義  清水 直樹  長島 美穂 

  髙野 一郎  稲野邉 緑  柏  敬祐  石田  昇 

  水内 幸惠  市村小枝子  平本 敏彦  大塚 好藏 

  近藤 貞夫  藤井 敏生  谷仲 和雄  植木 弘子 

  戸塚 真樹  内藤裕一郎  長島  主 

 

【欠席委員】 

 伊野 勝亮  小川錬太郎  小島 健一  笹目 雄一 

  

【事務局】 

加瀬 博正  長津 智之  石田  進  中村  均 

佐藤 雅記  植田  薫  内田 真基  戸塚  聡 

田村 直弥 

 

協 議 案 件 

・総務・通学部会からの報告 

・学校運営部会からの報告 

・ＰＴＡ部会からの報告 

会 議 資 料 
別 紙 

 （ 会議次第、 他 ） 

記 録 方 法 

□全文記録 

☑発言者の発言内容ごとの要点記録 

□会議内容の要点記録 

公開･非公開の別 ☑ 公開  □ 一部公開  □ 非公開   （傍聴者 ０ 人） 
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【協 議】 

（１）総務・通学部会からの報告 

 

委員長 本日は、それぞれの部会から報告がある。報告の後、委員から意見等をいた

だきたい。まず、総務・通学部会、東部会長から報告をお願いしたい。 

 

資料１に基づき、東部会長より説明 

 

委 員 資料１、平成３０年度総務・通学部会報告に基づき、報告する。第１１回の

総務・通学部会を平成３０年１月２９日、第１２回を２月２２日に開催した。

詳しい開催日時、協議事項については、資料中の表を確認いただきたい。 

    第１１回の協議は、小美玉市立小川南小学校スクールバス運行計画案の基本

的な考え方を整理した乗降所設置基準の協議を行った。設置基準にあてはま

ると考えられる施設等、１３ヶ所を児童分布図や航空写真などを使用し、各

場所の状況概要を確認しながら進めた。第１１回の協議まとめとしては、「乗

降時の安全を確保するため、道路以外の場所に停車し、乗降することとす

る」、「学校から概ね３ｋｍ以上の箇所に乗降場所を設ける条件を再度確認す

る」、「乗降場所一覧から道路敷を削除し、残りを乗降場所の候補とし、利用

ができるよう区長への説明等環境整備をすすめる」、「検討した運行経路、乗

降場所の候補とした公共施設をバスで試走し、現状の確認を行うこととす

る」とした。 

    第１２回の協議は、想定している運行経路をマイクロバスで走行し、前回の

協議において乗降場所の候補とした公共施設、８ヶ所の現状確認を行った。

その後、設置基準について協議を行った。第１２回の協議まとめとしては、

「乗降所設置基準は、公共施設の利用を前提とし、公共施設以外の場所の利

用の条件をただし書きとする案とする」、「公共施設以外の利用の申請につい

て、区長の同意を得て利用者の代表が申請することとする」、「運行を開始後、

児童数の減少等の利用者の状況に応じ、適宜、変更することとする」とした。 

    以上の協議により、調査検討結果として、「乗降所設置基準（案）を別紙１

のとおりとする」、「利用する公共施設を別紙２のとおりとする」とした。別

紙については、事務局から説明をお願いしたい。 

委員長 事務局から別紙１、２の説明をお願いしたい。 

 

別紙１、２に基づき、事務局より説明 

 

事務局 別紙１、「乗降所設置基準（案）」をご覧いただきたい。読み上げさせていた

だく。「乗降所の設置にあたっては、下記の全ての要件を満たす、運行経路

上の公共施設とする。」、「１ 学校からの距離が概ね３ｋｍ以上離れてい

る」、「２ 車道以外で乗降できる」「３ バスが通り抜け、若しくは転回で

きる」、「ただし、公共施設以外の場所であっても、上記要件のほか、運行計

画に影響を及ぼさない下記の全ての要件を満たす場所については、乗降所と

することができる。」、「１ 乗降所間の距離が概ね１ｋｍ以上離れている場

所」、「２ 所有者の同意が得られている土地」、「３ 形状の変更を伴わず容

易に整備できる農地以外の土地」、「なお、上記の乗降所の場合は、利用者の
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代表が行政区長の同意を得て申請する。」という案とした。この「乗降所設

置基準（案）」は、公共施設を利用することを前提とした。運行経路につい

ては、小川南小学校への最短かつ他の交通の妨げとならない幹線道路として

いる。公共施設を利用することにより、児童の安全が確保され、安定した運

用ができることから、その前提とすることとした。また、「１ 学校からの

距離が概ね３ｋｍ以上離れている」について、スクールバスは、遠距離通学

となる児童の通学支援として運行することとして検討を行っている。遠距離

通学を通学距離が３ｋｍ以上の児童としたことから、乗降所を概ね３ｋｍ以

上に設置する条件とした。また、利用対象を行政区という範囲としたことに

より、３ｋｍ未満の通学距離でも利用できる児童がいる。この３ｋｍ未満で

利用できる児童と、同等の通学距離で利用できない児童の公平性を確保する

こともあり、乗降所を概ね３ｋｍ以上に設置することとした。「２ 車道以

外で乗降ができる」は、児童の安全のために路上で待機せず、施設の敷地内

等で乗降とするための条件になっている。「３ バスが通り抜け、若しくは

転回できる」は、児童の安全及び他の交通の妨げとならないための条件にな

っている。「ただし」以降は、公共施設以外の場所を乗降所として利用でき

る条件を定めている。公共施設の条件に加え、乗降所が多くできたために運

行時刻を変更することや運行経路を変更すること等がないよう、「運行計画

に影響を及ぼさない」ことを前提とした。「１ 乗降所間の距離が概ね１ｋ

ｍ以上離れている場所」は、運行計画に影響を及ぼさないことを具体的に示

したものであり、乗降所間を１ｋｍ以上とすることにより、乗降所が過剰に

設置されないようにする条件とした。「２ 所有者の同意が得られている土

地」は、利用者の要望で乗降所を設置できるよう、乗降所として利用する土

地について、所有者の同意を利用者が得る条件とした。「３ 形状の変更を

伴わず容易に整備できる農地以外の土地」は、公共施設以外を乗降所とする

場合に簡素に整備するため、形状の変更しないこと、農地でないことを条件

とした。 

    以上の条件を満たした公共施設以外を乗降所とするときは、利用者の代表が

行政区長の同意を得て申請する方法とした。 

    別紙２、「乗降所として利用する公共施設」には、「乗降所設置基準（案）」

の条件にあてはまる公共施設を記載した。 

委員長 前回の準備委員会では、乗降所の設置基準が明確ではなかったということが

あり、今回、その設置基準が示された。委員から意見や質問等があれば、お

願いしたい。 

委 員 乗降所設置基準、上段の３つの条件。乗降所の設置にあたり、それが基準に

なってくる。また、「ただし」以降、その基準を踏まえた中、「ただし、公共

施設以外の場所であっても、上記要件のほか、運行計画に影響を及ぼさない

下記の全ての要件を満たす場所については、乗降所とすることできる。」と

あるように、３つの要件を設けている。それらの中に「学校からの距離が概

ね３ｋｍ以上離れている」や、「乗降所間の距離が概ね１ｋｍ以上と離れて

いる場所」といった表現がある。これらが、今後運用していくにあたり、弾

力的な部分になってくるかと感じている。この設置基準、今は案ではあるが、

それに基づいて今後、建設的な話し合いができると思うので、よろしいかと

思う。 
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委員長 他にいかがか。 

 

 

－ 意 見 等 な し － 

 

 

委員長 それでは、乗降所設置基準、乗降所として利用する公共施設について、報告

のとおりとしてよろしいか。 

 

 

－ 異 議 な し － 

 

 

委員長 乗降所設置基準、乗降所として利用する公共施設については、案のとおりと

する。 

 

 

 

 

（２）学校運営部会からの報告 

 

委員長 学校運営部会の報告を稲野邉部会長にお願いしたい。 

 

資料２に基づき、稲野邉部会長より説明 

 

委 員 第５回学校運営部会を１２月１日に開催した。協議事項としては、資料の

「（１）」から「（５）」に記載されているとおりとなっている。「（１）日課表」

については、別紙を添えている。この別紙が小川南小学校の日課、時刻表に

なっている。また、日没が早い冬季期間は、バスの発車時刻の検討が必要に

なってくるかと思われる。下校時のバスから降りた後、子供たちが歩いて帰

るということ等を考えると、その検討が必要ではないかと思う。その際の日

課表の変更として、現在、昼休みの短縮について話を進めている。「（２）」、

「（３）」、「（４）」については、報告用紙をご覧いただきたい。なお、「（４）

年間計画」について、新入生保護者会を両校一緒に実施としている。これは、

１月末にアピオスで行う予定としている。また、「（４）」の閉校式について。

各学校で場所や日にちなどが異なった記載になっている。その場所に関して

は、学校の体育館に関係することもあるので、この記載のように行いたいと

考えている。今後の予定としては、３月、４月の人事異動で職員が代わるた

め、まずは内容を周知すること。そして、今後は「交流活動について」、「教

科・領域について」、「教材備品について」の３つについて、連絡を取り合っ

て検討していきたいと考えている。 

委員長 学校運営部会から報告があったが、意見、質問等があれば、お願いしたい。 

委 員 協議事項の「（２）学習・生活のきまり」において、「自転車を許可する学年、
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範囲」とある。現在は、どのようになっているか。 

委 員 小川小学校は、自転車を小学校４年生から許可している。橘小学校は、小学

校３年生から許可している。また、乗り出しの範囲も違っている。来年度は

今年度と同じとし、その後に協議行い、一緒にしていこうとしている。 

委 員 これは、遊びにいく範囲か。 

委 員 そのとおり。自由に乗り出せる範囲になっている。 

委員長 学校運営部会については、この後も定期的に話し合いを持ち、詳細を詰めて

いくことになるかと思うので、よろしくお願いしたい。それから、日課表に

関することがあった。学校運営上、冬季においては、日課表の変更となるか

と思われるので、了解いただきたいと思う。他に意見等はいかがか。 

 

 

－ 意 見 等 な し － 

 

 

委員長 それでは、学校運営部会の報告については、以上とする。 

 

 

 

 

（３）ＰＴＡ部会からの報告 

 

委員長 ＰＴＡ部会からの報告を水内部会長にお願いしたい。 

 

資料３に基づき、水内部会長より説明 

 

部会長 第６回のＰＴＡ部会を平成３０年２月２７日の火曜日、午後６時３０分よ

り、小川総合支所大会議室で行い、来年度のＰＴＡ部会の開催月、協議内容

等の検討を行った。ＰＴＡ規約については、平成３０年４月のＰＴＡ総会前

に保護者に配布し、ＰＴＡ総会で意見を聞き、平成３１年度小川南小学校Ｐ

ＴＡ総会に向けて、規約等のスムーズな承認を目指していくといった方向と

なった。また、来年度は、ＰＴＡ行事、予算、各委員会活動内容について協

議を行い、平成３１年度ＰＴＡ総会資料の作成を行っていくこととなった。

そして、ＰＴＡ本部役員の選出にあたっては、平成３０年度ＰＴＡ本部役員

の集まりを開催し、小川南小学校初年度のＰＴＡ本部役員の選出の検討を行

っていくということとなった。 

委員長 ＰＴＡ部会の報告があったが、意見や質問等があれば、お願いしたい。 

 

 

－ 意 見 等 な し － 

 

 

委員長 では、報告のようにＰＴＡ部会を進めていくこととしてよろしいか。 
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－ 異 議 な し － 

 

 

委員長 報告のとおり、ＰＴＡ部会を進めていただきたい。 

 

 

 

 
 
【その他】 

 

副委員長 事務局から追加資料が提示されている。この追加資料、設計に関することに

ついて、報告をお願いしたい。 

 

当日配布資料に基づき、事務局より説明 

 

事務局 外構計画一部変更の報告をする。本日配布した正門改修図面をご覧いただき

たい。赤い矢印が車両動線、青い矢印が歩行者動線となっている。左側、当

初計画の動線案においては、既存正門部分を歩行者用に利用し、車両用通用

門を新設する案としていた。しかし、前面道路が県道小川鉾田線となってお

り、県道を管轄する茨城県土木部道路管理課と乗り入れ口の協議を行った結

果、２ヶ所の乗り入れ口は認められなかった。その結果から、図面右側の変

更案とし、既存正門部を車両用とした。歩行者動線としては、南小敷地内に

おいて、歩行者用の通用門と歩道を設置し、歩行者と車両の分離をする計画

とした。 

副委員長 正門についての変更があり、このように工事が進められるという報告だった

ので、よろしくお願いしたい。他にいかがか。 

委 員 私から委員に配布したいものがある。準備委員会の委員となっている市議会

議員の元に送られてきた文書をご覧いただきたいと思う。 

副委員長 委員長よろしいか。 

委員長 配布していただきたい。 

事務局 配布する文書の関連する資料として、過去の準備委員会、総務・通学部会で

使用した資料を配布させていただきたいと思う。 

委員長 お願いする。 

副委員長 配布された後、内容に目を通していただき、確認をお願いしたい。 

委 員 今日もそうだが、部会ごとの内容が準備委員会に報告され、一つ一つ決めて

いる。これまでの資料の厚さが物語るように、長い経過を経て、色々な意見

を集約した中での準備委員会の決定、結論となっている。それに対し、こう

いった文書が来たということを委員がどのように思われるかということ、私

個人としては、極めて遺憾に思う。そういった趣旨で本日配布させていただ

いた。 

委員長 目を通していただき、意見等をいただきたいと思う。少し時間を取る。 



7 

 

 

 

委員長 では、委員から意見があれば、お願いしたい。 

委 員 この件に関して、先日、文書に記載のある区の区長とゆっくり話をさせてい

ただいた。その区長の意見としては、部会がたくさんの意見や検討をした結

果なので、部会を尊重するということだった。 

委員長 他に意見等はいかがか。 

委 員 今の報告は、「疑問３」にある、区の全５７世帯のうち５４世帯ということ

について、その区長は認めませんということか。 

委 員 区の公民館で話し合いがあり、その際、この文書の発送者が３０分くらい話

したということだった。区長としては、その件に関し、部会が決めたことで

あり、いち個人の意見を区の総意とするわけにはいかない。部会で決まった

ことを支持するということだった。 

委員長 委員から、他に意見はいかがか。 

委 員 この文書は、以前の資料に基づいたものがあるので、本日はこういった文書

があったというところを、委員に知っていただくことができれば良いと思

う。乗降所設置基準が本日決まったが、大前提を守った中で良い方法がない

かといったところを、これから前向きに検討していけると良いと考えてい

る。 

委員長 事務局から資料を配布いただいているが、補足はあるだろうか。 

事務局 先ほど配布した資料、準備委員会、部会で使用した資料の説明をさせていた

だく。資料の１枚目は、先ほど委員に配布いただいた文書、「疑問１」に関

する資料となっている。「疑問１」では、４０％の方が２ｋｍ以上からスク

ールバスの利用を希望していると記載されている。配布資料の下段、問７「通

学支援として、スクールバスを計画していますが、スクールバスを利用する

場合、どのくらいの距離から利用するのがよいと思いますか。」の回答部分

は、「２ｋｍ以上」が４０％となっている。しかし、それ以外の回答では、

「３ｋｍ以上」が３４％、「４ｋｍ以上」が１９％となっており、「３ｋｍ以

上」多くある。「２ｋｍ以上」のみに焦点を当てると、このような疑問には

なるが、全体としては資料のとおりとなっている。 

    それから、文書の２ページ目には、「行方市、鉾田市の教育委員会では、２．

０ｋｍからスクールバスの活用をさせていると聞いていますが」、「決定前に

隣接の状況を確認していれば」とある。これについて、配布資料の２枚目を

ご覧いただきたい。これも総務・通学部会、準備委員会で使用した資料とな

っている。この資料から、周辺市町村の状況を把握し、部会、準備委員会に

おいて協議して決定している。 

委員長 疑問が５つ出ていたが、統合準備委員会の中で話し合い、今日に至っている。

その疑問については、個々に当たる必要はないと思うが、このような点を十

分に踏まえ、話を進めているということでよろしいか。 

 

 

－ 異 議 な し － 
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委員長 それでは、この文書については、終わりにしたいと思う。 

副委員長 その他に意見等はいかがか。 

 

 

－ 意 見 等 な し － 

 

 

１９：３７ 閉会 

 

 
 


